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消費税及び地方消費税の確定申告における期限内納付等に 

関する広報・周知について（依頼） 

 

消費税及び地方消費税の確定申告についての、地方団体の税務署等への協力

については、「国と地方団体との税務行政運営上の協力について」（平成９年３

月21日付け自治税企第10号自治省税務局長通知）（別添１）等を踏まえ、実施

いただいているものと存じます。 

消費税及び地方消費税の令和５年分の確定申告においては、令和５年10月１

日より消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されたことに

より、適格請求書発行事業者の登録を受け、初めて消費税及び地方消費税の申

告・納付を行う納税者が多数存在するものと考えられます。 

そのため、このような納税者が納付手続を円滑に行い、期限内納付が行われ

るために、下記のとおり、適切にご対応いただくようお願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、管内市区町村に対してもこの旨周知すると

ともに、市区町村において適切な対応がなされるよう、適切に助言いただくよ

うお願いいたします。 

本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項（技術的

な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 消費税及び地方消費税の納付手続及び期限内納付に関する広報・周知 

納税者が各地方団体へ来庁し、確定申告書を提出する際等に、消費税及び地

方消費税の納付手続及び期限内納付に関する広報・周知を行っていただきます

ようお願いいたします。 

広報・周知に当たっては、消費税及び地方消費税の納付においては税務署か

殿 



ら納付書の送付等がないこと等、初めて納税を行う者が誤認しやすい点を納税

者に伝えるなど、効果的な広報・周知について、必要に応じて税務署等とご相

談ください。 

 

２ 広報・周知に使用することが可能な資料 

① 「納付の期限等のお知らせ」リーフレット（別添２） 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/noufukigen.pdf 

② 「電子納税利用推奨用」リーフレット（別添３） 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_01.pdf 

 

なお、上記のほか、国税庁ホームページにより、消費税の課税事業者となっ

た納税者向けの案内も行われています。 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a07 

 







別添２





別添３




